
 

令和８年度三戸町スポットワーク活用促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町は、深刻化する農業経営体（以下「農業者」という。）の担い手や働

き手不足の解消を目的とし、新たな働き方であるスポットワークを活用する

ことで、多様な労働者の確保・定着等の農業経営改善を目指す農業者に対し、

予算の範囲内において、三戸町スポットワーク活用促進事業費補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については三戸町補助金

等の交付に関する規則（昭和５２年三戸町規則第７号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るとろによる。 

⑴ スポットワークとは、短時間・単発の就労を可能とする雇用契約のもと

で働くことをいう。 

⑵ 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。

以下「基盤法」という。）第１２条第１項の農業経営改善計画の認定を受け

た者をいう。 

⑶ 認定新規就農者とは、基盤法第１４条の４第１項の青年等就農計画の認

定を受けた者をいう。 

⑷ 三戸町地域計画の目標地図に位置付けのある農業者とは、基盤法第１９

条の規定に基づき、三戸町が農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来

の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担

う者ごとに利用する農用地等を表示した目標地図に掲載された者をいう。 

⑸ スポットワーク雇用仲介事業者等とは、デジタル技術を用いて、短時間・ 

単発の就労を内容とする雇用契約を仲介する事業者のことをいう。 

 

（補助事業及び補助対象経費、補助金の額、補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助金

の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、

別表のとおりとする。 

２ 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、補助

金の交付を申請する時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 町内に住所を有する個人若しくは町内に本店又は主たる事務所を設置す 



る法人であって、下記のいずれかに該当する者とする。 

ア 三戸町の認定農業者 

イ 三戸町の認定新規就農者 

ウ 三戸町地域計画の目標地図に位置付けのある農業者 

⑵ 雇用が農業従事以外の目的ではないこと。 

⑶ 申請時において三戸町が賦課徴収する町民税等の滞納がないこと。 

⑷ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等の労働関係法令を遵守してい 

ること。 

 

（補助金の申し込み） 

第４条 補助対象事業者は、あらかじめ補助金申込書（様式第１号）を７月末

日までに町長に提出するものとする。 

２ 町長は前項の申込書を受理したときはその内容を確認し、その結果につい

て申込内容確認結果通知書（様式第２号）により補助対象事業者に通知する

ものとする。 

 

（状況報告） 

第５条 補助対象事業者は、次の各号に定める日までに実施状況をとりまとめ、

状況報告書（様式第３号）を町長に提出するものとする。 

⑴ ８月末時点の状況を９月１５日までに提出する。 

⑵ １０月末時点の状況を１１月１３日までに提出する。 

 

（補助金交付申請及び実績報告） 

第６条 補助対象事業者は、規則第３条の規定による補助金の交付を申請しよ

うとするときは、補助金交付申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添え

て町長に提出するものとする。 

⑴ 事業実績報告書（様式第５号） 

⑵ スポットワーク雇用仲介事業者等に支払う紹介手数料の内訳が分かる書 

 類 

⑶ 補助対象経費の支払いが確認できる書類（領収書等） 

⑷ 収支精算書（様式第６号） 

２ 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査するものとし、補助

金の交付を決定した場合は、交付決定通知書により通知するものとする。 

３ 規則第３条に規定する事業計画書は、第４条の補助金申込書の提出にかえ

ることができる。 



４ 規則第９条に規定する補助事業等実績報告書は、第１項の補助金交付申請

書の提出にかえることができる。 

 

（補助金の額の確定） 

第７条 規則第１０条に規定する補助金の額の確定は、前条第２項の交付決定

通知書にかえることができる。 

 

（補助金の請求） 

第８条 補助対象事業者は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金交付

請求書を町長に提出しなければならない。 

 

（補助事業の経理） 

第９条 補助対象事業者は、補助事業に係る経費について、帳簿及び全ての証

拠書類を備え付け、これを令和９年４月１日から５年間保管しなければなら

ない。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年５月２６日から施行する



別表（第３条関係） 

補助事業 補助対象経費 補助金の額 備考 

スポットワーク

活用補助 

申込内容確認通知書の通知後から令和９年２月末

日までの雇用契約を対象とした、スポットワーク雇用

仲介事業者に支払った経費のうち、仲介サービス手数

料にかかる経費 

※振込料、賃金、交通費、消費税及び地方消費税は除

く 

 

左記、補助対象経費の 

１０／１０以内の額 

上限７０，０００円 

補助金は一人又は一法人に

つき、１回限りの交付とす

る。 

 


